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平
成　

年
中
に
全
国
で
発
生
し
た
住
宅

15

火
災
で
、
１
千　

人
の
方
が
亡
く
な
り
、

41

こ
の
う
ち
、　

人
（　

・
４
％
）
の
方
が
、

712

68

熟
睡
や
泥
酔
、
病
気
、
身
体
不
自
由
な
ど

に
よ
る
逃
げ
遅
れ
が
原
因
で
亡
く
な
り
ま

し
た
。

　

こ
の
た
め
、
火
災
時
の
逃
げ
遅
れ
に
よ

る
死
者
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
、
火
災
の

発
生
を
早
期
に
気
づ
か
せ
る
重
要
な
機
能

を
備
え
た
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

が
、
す
べ
て
の
住
宅
に
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

　

す
べ
て
の
住
宅
と
は
、
戸
建
住
宅
や
共

同
住
宅
、
店
舗
等
併
用
住
宅
、
雑
居
ビ
ル

な
ど
の
中
に
あ
る
住
宅
部
分
な
ど
で
、
新

築
や
既
存
の
区
別
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
す
で
に
自
動
火
災
報
知
設
備
や

住
宅
用
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
が
設
置
さ

れ
て
い
る
部
屋
は
、
設
置
の
必
要
が
あ
り

ま
せ
ん
。

　

新
築
住
宅
は
、
平
成　

年
６
月
１
日
か

18

ら
、
既
存
住
宅
は
、
平
成　

年
５
月　

日

23

３１

ま
で
に
設
置
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
火
災
発
生
の

初
期
段
階
で
煙
や
熱
を
感
知
し
て
、
警
報

音
や
音
声
で
火
災
を
い
ち
早
く
知
ら
せ
て

く
れ
ま
す
。
目
や
耳
の
不
自
由
な
方
や
高

齢
の
方
に
は
、
音
や
光
の
出
る
補
助
警
報

機
能
付
き
の
も
の
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

電
源
は
、
家
庭
用
電
源
や
電
池
が
あ
り
、

電
池
の
寿
命
は
そ
れ
ぞ
れ
の
製
品
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
。

　

設
置
す
る
方
は
、
住
宅
の
所
有
者
（
家

主
な
ど
）
や
管
理
人
、
住
人
の
い
ず
れ
か

の
方
で
す
。

　

価
格
は
、
電
源
の
種
類
や
音
声
ガ
イ
ダ

ン
ス
の
有
無
な
ど
、
機
能
に
よ
っ
て
異
な

り
、
１
個
あ
た
り
数
千
円
か
ら
１
万
数
千

円
ま
で
の
幅
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
取
り

付
け
や
配
線
工
事
に
別
途
費
用
が
か
か
る

も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

購
入
先
は
、
消
防
設
備
会
社
の
ほ
か
、

一
部
の
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
や
家
電
量
販
店

で
も
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。

　

新
築
や
改
築
の
際
に
は
、
ハ
ウ
ス
メ
ー

カ
ー
や
施
工
会
社
に
も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

電
池
交
換
が
必
要
な
も
の
は
、
電
池
切

れ
の
警
報
が
出
た
場
合
に
、
交
換
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
感
知

器
の
交
換
期
限
が
き
ま
し
た
ら
、
交
換
し

て
く
だ
さ
い
（
自
動
試
験
機
能
が
付
加
さ

れ
て
い
る
機
器
を
除
く
）
。
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